
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税、端数処理の特例 

Ｑ：今年度の税制改正では、消費税の端数

処理の方法について改正されたとか。どのよ

うになったのですか？                                   

  

Ａ：端数処理の特例に、税抜価格を基礎と

して計算した消費税相当額を受領する一定の

場合が加えられました。 

【解説】 

今年度の税制改正では、消費税率が段階的

に８％から10%に引き上げられることやこれ

らに伴うシステム変更に伴う負担を軽減させ

る目的で、消費税額の計算における端数処理

の特例に、税抜価格を基礎として計算した消

費税相当額を受領する一定の場合が加えられ

ました。 

この特例は、一領収単位ごとに、代金を税

抜価格と消費税に区分して領収し、レシート

等にその１円未満の端数処理後の金額を表示

している場合に、その表示された消費税額を

積み上げて合計した金額をもって、売上げに

対する消費税額とすることができるというも

ので、従来にもあった(現在は廃止になってお

り、経過措置として事業間取引についてのみ

適用が認められています)ものです。 

この特例は、消費税率が引き上げられる平

成26年４月１日から適用され、当分の間、こ

の取扱いが認められることとなります。 
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